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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年６月８日（金）午前１０時　開会

　　　　　　　　　　　　午前１０時３７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 村上英明  委　　員 森西　正

委　　員 安藤　薫  委　　員 上村高義  委　　員 三宅秀明

議　　長 三好義治  副 議 長 川端福江  

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局主査　中井真穂

同局書記　杉本　徹 同局書記　湯原正治

１．案件

・平成１９年第２回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただいまから、議会運営

委員会を開会します。

　まず、理事者から挨拶を受けることに

します。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。６

月に入りまして何かと公私お忙しい中を

議会運営委員会を開催賜りましてありが

とうございます。

　１３日から開催をされます平成１９年

第２回定例会で報告案件７件、補正予算

関係６件、工事請負契約締結の件１件、

条例案件４件の計１８件を予定いたして

おります。

　案件の概要につきましては総務部長の

方から説明をさせます。

　よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げます。

　よろしくお願いします。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。

　それでは、第２回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第２回定例

会に上程いたします議案の概略について

説明申し上げます。

　まず、報告第１号、摂津市税条例の一

部を改正する条例専決処分報告の件につ

いてですが、これは「地方税法の一部を

改正する法律」が平成１９年４月１日か

ら施行されるため、これに連動して専決

処分致したものであります。主な改正点

は、地方税法附則で規定されておりまし

た市町村たばこ税の特例税率が廃止され、

地方税法の本則で規定されることとなっ

たため、市税条例も同様の改正を行いま

した。

　次に、固定資産税関係では住宅のバリ

アフリー改修に伴う減額措置が創設され

ました。これは平成１９年度以前から所

在する住宅で、平成１９年４月１日から

平成２２年３月３１日までの間に自己負

担額３０万円以上の一定のバリアフリー

改修工事に対して、工事完了の翌年度に

限り、１００平方メートルを限度として

当該家屋の固定資産税額の３分の１が減

額されます。よって市税条例において申

告手続の規定を追加いたします。

　次に、鉄軌道用地の利用状況の多様化

により評価方法の見直しがされます。い

わゆる「駅中ビジネス」と呼ばれる駅構

内の空きスペースに飲料等の商業店舗の

展開、鉄軌道の高架下の有効利用、人工

地盤の設置による商業ビルの建設など線

路敷き上部空間の利用など、土地利用の

高度化が進み、鉄道施設と商業等施設が

混在化・重層化してきている状況から、

評価方法が変更されます。現行では、８

割以上鉄道施設に供されている場合には、

「鉄軌道用地」とし、鉄道施設が８割未

満の場合は「宅地」として評価すること

としております。これが、改正では複合

利用鉄軌道用地として、床面積等の割合

で地積を按分、評価されます。

　次に、市民税関係では、上場株式等の

譲渡益・配当等に係る軽減税率の延長が

ございます。軽減税率の特例期間が平成

２０年度までとなっておりましたが、１

年延長して平成２１年度まで適用するも

のであります。

　次に、エンジェル税制の改正について

であります。ベンチャー企業の育成を支

援するため、個人投資家が投資した一定

のベンチャー企業の株式を法定の条件を

満たして譲渡した場合に得られる譲渡益

を２分の１に圧縮したり、また譲渡損が

発生した場合、損失を他の株式譲渡益か
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ら翌年以降３年間繰越控除できる特例措

置が、平成１９年３月３１日に到来いた

しましたが、これを平成２１年３月３１

日まで２年延長することとしております。

　次に、租税条約の規定による改正がご

ざいます。まず、上場株式等の譲渡益・

配当等に係る軽減税率が１年間延長され

たことに伴い、条約適用利子等及び配当

等についても個人市民税の税率３％の特

例適用が、平成２０年３月３１日までの

間を、１年延長し、平成２１年３月３１

日までの間に変更されております。

　また、日本国内居住者である個人市民

税所得割の納税者が、条約相手国の社会

保障制度に対して支払った保険料につい

て、地方税法に規定する社会保険料とみ

なして地方税法の規定を適用し、社会保

険料控除することとしております。

　その他の改正として、地方税法等の法

令改正により、引用条項の変更により改

正するものであります。

　尚、この改正条例の施行日は平成１９

年４月１日からとしております。

　続きまして、報告第２号、平成１９年

度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

専決処分報告の件でございますが、これ

は、平成１８年度の国民健康保険特別会

計の決算収支見込額では、２億２６３万

円の収支不足が見込まれます。よって、

この赤字補填のため、平成１９年度予算

から、前年度繰上充用金として、平成１

９年５月３１日に専決補正いたしたもの

であります。

　報告第３号、平成１９年度摂津市公共

下水道事業特別会計補正予算専決処分報

告の件、につきましても、報告第２号と

同様に、平成１８年度収支不足額２億４，

３００万円の赤字補填のため、平成１９

年度予算から、前年度繰上充用金として、

平成１９年５月３１日に専決補正したも

のであります。

　続ききまして、報告第４号は、平成１

８年度摂津市一般会計継続費繰越報告の

件でございます。

　平成１８年度補正予算第２号で議決い

ただきました小学校整備事業の継続費の

繰越額が確定いたしましたので、地方自

治法施行令１４５条第１項の規定により、

継続費繰越計算書を調製し、ご報告申し

上げるものでございます。

　内容につきましては、款９、教育費、

項２、小学校費の小学校整備事業で、継

続費の総額８億１，５４２万５，０００

円に対しまして、平成１８年度の継続費

予算現額３億２，６１７万２，０００円

のうち年度内支出は７，０００万円で、

残額２億５，６１７万２，０００円を全

額翌年度に逓次繰越しさせていただくも

のでございます。

　次に、報告第５号は、平成１８年度摂

津市一般会計繰越明許費繰越報告の件で

ございます。本件につきましては平成１

８年度補正予算第４号で繰越明許費の設

定をお願いいたしましたところでござい

ますが、平成１８年度繰越額が確定いた

しましたので、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により、繰越明許費繰

越計算書を調製し、ご報告申し上げるも

のでございます。

　その内容につきましては、まず款７、

土木費、項４、都市計画費のＪＲ千里丘

エレベーター設置補助事業で、金額１，

８０６万円に対しまして同額１，８０６

万円を翌年度に繰越させていただくもの

でございます。

　次に、款９、教育費、項２、小学校費

のうち小学校耐震補強等事業は、１億５，

６６１万９，０００円を全額翌年度に繰

り越しさせていただくものでございます。

　次の小学校校舎整備事業についても１
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億９，３０６万４，０００円全てを翌年

度に繰り越しさせていただきます。

　次の報告第６号は、平成１８年度摂津

市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰

越報告の件、でございます。

　本件につきましては、平成１８年度補

正予算第３号で繰越明許費の設定をお願

いいたしましたところでございますが、

繰越額が確定いたしましたので、地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定によ

り、繰越明許費繰越計算書を調製し、ご

報告申し上げるものでございます。

　その内容は、款１、下水道費、項２、

下水道事業費の公共下水道整備事業で、

１，８２０万円のうち１，５８４万１，

０５０円を繰り越しさせていただくもの

でございます。

　報告第７号は、平成１８年度摂津市介

護保険特別会計繰越明許費繰越報告の件

ですが款１、総務費、項１、総務管理費

の介護保険システム改修事業で、５０５

万１，０００円の全額を繰り越しさせて

いただくものであります。

　次に議案関係でございますが、議案第

３５号、平成１９年度摂津市一般会計補

正予算第１号では、現計予算額３０５億

２，７９９万円から補正額３，７２３万

円を減額し、補正後額３０４億９，０７

６万円とするものでございます。

　主なものとしては、新年度の人員配置

も行われ、それぞれ科目での人件費所要

額を推計した結果、４，９２２万６，０

００円の減額が見込まれます。各特別会

計も同様に人件費の精査を行うとともに、

国民健康保険特別会計では特定健康審査

実施計画策定や健康審査システム開発の

所要額を補正し、一般会計間との繰り入

れ、繰り出しを精査しております。また、

文部科学省からの委託事業として栄養教

諭実践モデル校に指定されたことから、

必要経費と同額の歳入予算額を補正計上

いたしております。

　次に議案第３６号、平成１９年摂津市

水道事業会計補正予算ですが、水道事業

会計において人件費の精査を行い予算計

上いたしております。

　収益的支出では補正前２３億６９６万

５，０００円から補正額２８６万４，０

００円を減額し、２３億４１０万１，０

００円と致すものでございます。

　一方、資本的支出においては補正前７

億８，３５９万７，０００円に補正額５

０万１，０００円を追加し、補正後額７

億８，４０９万８，０００円といたしま

す。

　議案第３７号、平成１９年度摂津市国

民健康保険特別会計補正予算においても

同様に人件費の精査を行うとともに、特

定健康審査実施計画策定の経費や健康審

査システム開発の所要額を計上しており

ます。

　補正前９７億１，３８２万３，０００

円に１億４，５１１万４，０００円を追

加し、補正後額９８億５，８９３万７，

０００円といたします。

　議案第３８号、平成１９年度摂津市老

人保健医療特別会計補正予算では、過年

度の支払基金からの交付金、府費負担金

の返還金が生じていることから、追加補

正するものであります。補正前４８億９，

４５５万４，０００円に９３９万５，０

００円を追加し、補正後額４９億３９４

万９，０００円といたします。

　議案第３９号は、平成１９年度摂津市

公共下水道事業特別会計補正予算でござ

います。議案第４３号で提案させていた

だいております下水道使用料の改定に伴

い見込まれます使用料の増収分とそれに

伴う事務経費を計上しており、併せて人

件費の精査も行っております。
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補正前６０億２，６４３万４，０００円

から５７３万９，０００円を減額し、補

正後額６０億２，０６９万５，０００円

といたします。

　続きまして、議案第４０号、平成１９

年度摂津市介護保険特別会計補正予算に

つきましては、人件費の精査を行い、補

正計上いたしております。

　補正前３１億９，５１０万７，０００

円から６８万７，０００円を減額し、補

正後額３１億９，４４２万円といたしま

す。

　続きまして、議案第４１号、工事請負

契約締結の件についてですが、これは平

成２０年４月の三宅小学校、柳田小学校

の統合に伴い、柳田小学校の改修工事と

ともに耐震補強工事を行うものでありま

す。

　契約の方法は制限付一般競争入札で、

契約金額は２億１，２５０万円となって

おります。契約の相手方は株式会社小野

工建、摂津市千里丘４丁目１４番３２号、

代表取締役、小野ひろやすでございます。

校舎の増改築は便所・給食場・教室・職

員室等の改修工事を行い、併せて校舎・

屋内運動場の耐震工事も行うものであり

ます。　

　次に、議案第４２号、摂津市職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございますが、これは雇用

保険の受給資格要件が６月から１２月に

改正されたことに伴い、失業者の退職手

当について、原則として勤務期間が１２

月以上あることを受給資格要件とするも

のであります。施行日は平成１９年１０

月１日からとしております。

　議案第４３号、摂津市下水道条例の一

部を改正する条例制定の件でございます。

これは公共下水道事業特別会計の財政健

全化策としての下水道使用料の改定をさ

せていただくものであります。一部料金

体系を替えております。現行の基本料金

の設定量を８立方メートルまで７６０円

と、１０立方メートルまで９５０円に設

定しておりましたが、これを引き下げ６

立方メートルまでを５７０円といたして

おります。よって従量料金を６立方メー

トル以上としてそれぞれの区分ごとに単

価を設定致しております。これに伴い１

０立方メートルまでの汚水排除量の小口

家庭では減額ないし同額となっておりま

す。なお全体の平均改定率は５．５％と

なっております。この改定は平成１９年

１０月１日からとしております。

　議案第４４号は「摂津市水道事業の給

水等に関する条例の一部を改正する条例

制定の件」ですが、今回、上水道料金の

㎜減額改定を行います。例えば口径２０　
以下の場合ですと、現行の基本料金の設

定量を８立方メートルまで８４０円と１

０立方メートルまで１，１４０円の２段

階を６立方メートル７００円に引き下げ、

７立方メートルから８立方メートルまで

１立方メートルあたり６５円、９立方メー

トルから１０立方メートルまでは１立方

メートルあたり１４５円加算することに

改正しております。１１立方メートル以

上の段階ごとの従量料金では、それぞれ

現行より５円ずつ引き下げております。

この料金減額の結果、水道料金の改定率

ではマイナス２．４１％の減となります。

節水努力に対しての報いることのできる

料金体系の構築とともに、中長期的な経

営状況から可能と判断したものでありま

す。この結果、下水道使用料の改定率５．

５％と水道料金の減額率マイナス２．４

１％から、上水道料金及び下水道使用料

の総額では約１％強の市民負担と予測し

ており、市民負担の最小化が図られたも

－ 5 －



のと考えております。なお、この改定は

下水道使用料と同様、平成１９年１０月

１日からとしております。

　議案第４５号は摂津市消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。これは非常勤消防団

員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部を改正する政令の施行に伴い、本

条例を改正するものであります。改正内

容は、補償基礎額の換算額について、配

偶者以外の３人目以降の扶養親族に係る

加算額を２人目までの扶養親族に係る加

算額と同額２００円（現行１６７円）に

引き上げております。公布の日から施行

として、平成１９年４月１日からの適用

としております。

○柴田委員長　説明が終わりました。こ

の際、何か質問があればお受けしたいと

思いますが、いかがでしょう。

　上村委員。

○上村委員　委員長、暫時休憩をお願い

いたします。

○柴田委員長　暫時休憩します。

（午前１０時２０分　休憩）

（午前１０時２８分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　何か質問があれば受けたいと思います

が。上村委員。

○上村委員　今のヤツでもいいんですか。

○柴田委員長　さっき説明をうけたまし

たね、総務部長から。その総務部長の説

明の中に対して「ちょっとここ、お尋ね

したい」ということに限ると思いますけ

ど。

○上村委員　文言の訂正があるかもしれ

ないということでね、この報告第１号に

関してあった訳ですけど。それは、手続

き的には修正という格好で、この文言の

説明なしにというか、修正箇所の説明も

なしに、修正案が出てくるということに

なるのかね。そこをきっちり説明してお

いてもらわないと、いきなりきてもね。

どういうふうに今修正するかを聞いてな

いし。案も出てない中でね、いきなり、

その修正だけがきて、ほんまにそれが正

しいのかどうかね。ということを今度は、

審議の対象になるやろうし。それを我々

議員のメンバーに、いつ報告をされるの

か。また議運は開くのかね。ということ

もあるやろうし。そこら辺が不明確なん

ですよ。

○柴田委員長　総務部長の方から答弁し

てください。

○奥村総務部長　休憩に引き続きまして、

同じようなご質問あるんですけども。

　一応、先ほど言いましたように法制文

書の方と十分検討いたしまして、もしそ

の表現が変わるようなことが望ましいと

いうことになりましたら、もちろん議運

の委員長の方にも報告させて頂き、ある

いは議長、副議長にもご相談さして頂き

ながら「まる正」というような方向で出

すのがいいのか、そういうような形で一

回ご相談はしていきたい、というふうに

は思っています。

○柴田委員長　上村委員、そういう考え

方で臨むということですが、よろしいで

すか。

○上村委員　今、繰り返し確認しますと、

報告第１号について、文言の中でこの３

月、「さんがつ」と読むのか、「さんげ

つ」と読むのか、「さんかげつ」と読む

のか、それがあいまいである、というこ

とでその文言について修正があれば修正

をして、また委員長に報告がある。

○柴田委員長　委員長、副委員長に報告
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する

○上村委員　ということですね。

○柴田委員長　そういうことです。よろ

しいですか。

　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○上村委員　ほかにお尋ねがないようで

したら、以上で質問を終わります。理事

者の皆さんは退席を頂いて結構でござい

ます。

　ここで暫時休憩します。

（午前１０時３１分　休憩）

（午前１０時３２分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　それでは、第２回定例会の審議日程及

び議事日程について、事務局から説明を

お願いします。中井主査。

○中井事務局主査　第２回定例会の審議

日程等の事務局案について説明申し上げ

ます。

　まず、会期は、６月１３日から６月２

７日までの１５日間でございます。

　審議日程につきましては、６月１３日

が本会議初日で、付託案件について提案

理由の説明、質疑、委員会付託ののち、

即決案件の審議でございます。この日の

午後５時１５分が、議会議案の届出締切

でございます。１４日が建設常任委員会

と民生常任委員会、１５日が総務常任委

員会と文教常任委員会でございます。ま

た、１５日の正午が一般質問の届出締切

でございます。次に、２２日が議会運営

委員会、２６日は本会議で、一般質問。

翌２７日は本会議最終日で、一般質問の

あと、付託案件の委員長報告、採決のの

ち、議会議案でございます。また、本会

議終了後、議会運営委員会を開催いただ

き、次の第３回定例会の日程について仮

決定いただきます。以上が、審議日程案

でございます。

　続きまして、２ペ−ジからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、６月１３日につきましては、日

程１が会期決定の件で、日程２は、議案

第３５号など１０件で、一括して提案理

由の説明、質疑を受けたのち、所管の委

員会に付託でございます。日程３は、報

告第１号など３件で、一括上程で即決で

ございます。日程４は、報告第４号など

４件で、一括して報告を受けていただき

ます。日程５は、議案第４１号、工事請

負契約締結の件で、即決でございます。

次に、３ページの６月２６日につきまし

ては、一般質問でございます。２７日に

つきましては、一般質問ののち、日程２、

議案第３５号など委員会付託案件の１１

件を一括上程のうえ、委員長報告、採決

となります。以上が議事日程でございま

す。

　次に、議案付託表でございますが、ご

覧のとおり総務、建設、文教、民生の各

常任委員会で審査をお願いする案件でご

ざいます。

　次の、議案第３５号、所管別分割表は、

平成１９年度一般会計補正予算について、

総務、建設、文教、民生の各常任委員会

で審査をお願いする内容でございます。

　以上、事務局案の説明とさせていただ

きます。　

○柴田委員長　今、事務局から説明があ

りましたとおりでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　それではそのように決定

をいたします。

　次に、報告事項がありますので事務局

から説明をお願いします。中井主査。
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○中井事務局主査　全国市議会議長会か

らの表彰状伝達式について説明申し上げ

ます。

　来る６月１９日付けで、全国市議会議

長会から永年表彰を受賞されます皆様の

表彰状の伝達式を６月２６日の本会議開

会前に行います。

　今回受賞されますのは、２５年表彰が

山本靖一議員と野口議員、１０年表彰が

上村議員でございます。

　なお、前例に従いまして、議長および

市長からお祝いの言葉を受けたのち会議

開会という形になりますのでよろしくお

願い申し上げます。

○柴田委員長　今、事務局から説明があ

りました点について、一つよろしくお願

いを申し上げておきたいと思います。

　以上で本委員会を閉会します。

（午前１０時３７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 　柴 田 繁 勝

議会運営委員  　安 藤 　 薫
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